
変貌を続ける化学物質－測定の限界タイトル：

１．はじめに
近年、シックハウス、シックスクールという名称が新聞紙上を騒がせています。更に今
年、厚生労働省から「シックハウス症候群」が診療報酬請求が出来る傷病として認定され
ました（傷病名コード 8841326 。この傷病の原因はいろいろの複合要因が考えられてい）
ますが、主として化学物質の被爆によるものと考えられます。かつてはホルムアルデヒド
が一番の悪者で、最近はトルエンとキシレンも加わりましたが、それだけでは無いようで
す。健康に影響を及ぼす可能性のある因子としては、化学的因子、生物的因子、そして物
理的因子等がありますが、本稿では、化学的因子について述べます。

２．国の対策
国も、汚染物質についてチェックする体制を始めています。
1997年に （Pollutant Release and Transfer Register：環境汚染物質排出移ＰＲＴＲ法
動登録制度）が施行され、 （Material Safety Data Sheet：物質安全データシーＭＳＤＳ
ト）の提出が義務化されました。2001年には、 （Volatile Organic Compound：揮ＶＯＣ

） 、 （ ）、発性有機化合物 に関する指針値 2002年には厚生労働省より室内環境濃度指針値 表１
2003年7月には、 が改正（クロロピリホスの使用禁止並びにホルムアルデヒド建築基準法
発生建材の使用制限 表２）と換気設備の義務づけ、経済産業省からは、ＪＩＳ(壁紙な
ど)、ホルムアルデヒドやＶＯＣの測定方法、規制値規定、農林水産省からは、ＪＡＳホ
ルムアルデヒド基準の強化、文部科学省からは、学校の実態調査と学校衛生基準の改定(2
002)→年１回の定期検査 等があげられます。

３．指針値とは
室内濃度指針値を表１に示しました この数値はその時点での科学的な知見に基づき 一。 「
生涯その化学物質について指針値以下の濃度の暴露を受けたとしても、健康への有害な影
響を受けないであろうとの判断により設定された値」であり、室内濃度指針値を一時的か
つわずかに超えたとしても直ちに健康への有害な影響を生ずるわけではありません。又、
逆に指針値以下の濃度でも体調に変調を来す事もままあります。従って、指針値の数値に
こだわり過ぎるのも問題があるかもしれません。

４．室内空気汚染物質の発生源
室内の空気を汚染する化学物質としては、ホルムアルデヒド、防蟻防腐剤、トルエンや
キシレンの様なＶＯＣ類が知られていますが、これらの化学物質は建材、施工材以外に居
住者の持ち込む家具、カーペット、カーテンや、生活することによる暖房や喫煙等からも
発生します。

発生源

１．施工時に決まる 構造材、壁材、床材など
２．入居後の持ち込み 家具、調度品、暖房機器、空調システム
３．居住者の活動 呼気、喫煙、芳香剤、防虫剤、
４．外気 排気ガス、周辺の発生源

５．ＶＯＣの種類
ＶＯＣは、その沸点（蒸発のし易さ）により次のように分類されています（表３ 。沸）
点が低いほど、蒸発しやすく、従って、気温により高濃度になる可能性が高いですが、そ
の反面、揮散しやすいので、時間の経過と共に蒸発して無くなってしまい、濃度が下がり
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やすい傾向もあります。逆に、高沸点の物質は、低濃度ではありますが、いつまでも蒸発
しきらないで残留する可能性も大です。一方、ホルムアルデヒドだけは別格で、例えば、
建材に尿素系接着剤が使用されている場合、空気中の湿気や気温等の影響でこの接着剤が
加水分解されてホルムアルデヒドが新たに発生する場合があります。即ち接着剤が存在す
る限りホルムアルデヒドが発生し続ける可能性があるので注意が必要です。
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表１ 厚生労働省指針物質
1) 厚生労働省が策定した室内濃度指針値

化学物質 室内濃度指針値 AGCH 備 考

μg／m ppm ppm
3

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 100 0.08 0.3 合板､ﾎﾞｰﾄﾞ､壁紙､接着剤●
ﾄﾙｴﾝ 260 0.07 50 接着剤､塗料△
ｷｼﾚﾝ 870 0.20 100 接着剤､塗料△
ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 240 0.04 防虫剤

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3,800 0.88 接着剤､塗料

ｽﾁﾚﾝ 220 0.05 20 発泡ｽﾁﾛｰﾙ､FRP､塗料､ﾊﾟﾃ

ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 1 0.00007 農薬(防蟻剤)●
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ(DBP) 220 0.02 5 可塑剤

ﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ 330 0.04 溶剤､灯油

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(DOP) 120 0.0076 5 可塑剤

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 0.29 0.00002 農薬(防虫剤）

ﾌｪﾉﾙｶﾙﾌﾞ 33 0.0038 農薬(防蟻剤)

400 －－？ 総揮発性有機化合物量(TVOC)

2)厚生労働省が審議中の室内濃度指針値
化 学 物 質 室内濃度指針値 WHO 備 考

μg／m ppm ppm
3

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 48 0.03 0.18 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類似,代替☆
ﾉﾅﾅｰﾙ 41 0.007 －－ 香料､工業原料？
C -C 脂肪族飽和炭化水素 －－ －－ 溶剤､灯油8 16

C -C 脂肪族飽和ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ －－ －－ 工業原料8 12

（注）●：規制されているもの △：規制予定 ☆：見直し ？：暫定
◎単位換算は25度

表２ 建材の等級区分

H15/7/1以降の改正

区分 平均値 最大値 発散速度

Ｆ☆☆☆☆ 0.3mg/L以下 0.4mg/L以下 0.005mg/m h以下 ←使用制限なし2

Ｆ☆☆☆ 0.5mg/L以下 0.7mg/L以下 0.02mg/m h以下2

Ｆ☆☆ 1.5mg/L以下 2.1mg/L以下 0.12mg/m h以下 使用制限あり2

Ｆ☆ 5.0mg/L以下 7.0mg/L以下 0.12mg/m h超2

上記の表よりもわかるように、最高級グレードのＦ☆☆☆☆でさえ、ホルムアルデヒドの
発生量はゼロとは限らないことをご留意下さい。

表３ ＶＯＣの分類

名称 例 沸点

VVOC Very Volatile Organic Compounds 高揮発性有機化合物,ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0- 50℃

VOC Volatile Organic Compounds 50-260℃揮発性有機化合物,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｽﾁﾚﾝ

SVOC Semi Volatile Organic Compounds 準揮発性有機化合物,可塑剤 260-400℃

POM Particulate Organic Matter 粒子状有機化合物,農薬,難燃剤 >380℃
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６．室内空気濃度の測定方法
各測定方法と特徴を表４に纏めました。又、各測定に使われる器具の写真を図１に示し
ました。 測定方法としては、簡易測定法と精密測定法があります。
簡易測定法では、その場で結果が出るメリットは大ですが、共存物の影響を受け易く、各
化学物質を分離して測定する事は不可能です。
精密測定法のアクティブ法は空気をポンプで所定量吸引して室内空気をサンプリングし
て、分析を行うので、最も精度並びに信頼性が高く、表５の様に１度の測定で約50種類も
の物質を分離定量することができます。更に、農薬や可塑剤といった特殊な物資でも吸着
チューブを替える事などにより分析が可能ですが、サンプリングにも専門家が出張して行
うので、費用が高くつきます。パッシブ法はチューブやバッジの中に充填された吸着剤を
空気と触れさせてサンプリングします。アクティブ法との相関も比較的良く、又、価格的
にもこなれているので学校の教室の分析の様な、数をこなさなければならない場合に多く
採用されていますが、分析できる化学物質の種類が限られます。一般に精密測定法の場合
には結果が出るまでに２～４週間程度を要します。

表４ 各種測定法の特徴

測定方法 使用方法 特 色 評価

簡 検知管 変色した部分の目盛りを読む 安価(共存ｶﾞｽによる影響大)､ △
易 濃度判定に個人差大
測
定 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示型 スイッチを入れるだけで濃度 共存ｶﾞｽによる影響大 △～◯
法 (半導体ｾﾝｻｰ) がデジタル表示される ｾﾝｻｰが高価

精 ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取法 一定時間放置しておき、その 測定可能ＶＯＣは４～５物質 ◯
密 後、分析機関で濃度分析 程度
測
定 ｱｸﾃｨﾌﾞ採取法 ポンプを用いて室内空気を所 精密測定法 ◎
法 定量捕集後、分析機関で分析 高価格
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図１ 各種の測定機材
検知管 センサー ホルムアルデヒド用

ポンプは上記写真のようなもの以外に、
アクティブ法で使うポンプを用いる事もある

センサー ＶＯＣ用
パッシブ法
バッジ チューブ

アクティブ法 吸引ポンプ

向かって左側がｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用、右側がＶＯＣ用
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3表５． 単位：μg/m測定項目一覧
項目 指針値族 別

n-ﾍｷｻﾝ
脂肪族炭化水素類 2,4-ｼﾞﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ

ｲｿｵｸﾀﾝ
ﾍﾌﾟﾀﾝ
ｵｸﾀﾝ
ﾉﾅﾝ
ﾃﾞｶﾝ
ｳﾝﾃﾞｶﾝ
ﾄﾞﾃﾞｶﾝ
ﾄﾘﾃﾞｶﾝ
ﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ 330
ﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾝ
ﾍｷｻﾃﾞｶﾝ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

芳香族炭化水素類 ﾄﾙｴﾝ 260
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3800
ｷｼﾚﾝ 870
ｽﾁﾚﾝ 220
m-ｴﾁﾙﾄﾙｴﾝ
p-ｴﾁﾙﾄﾙｴﾝ
1,3,5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
o-ｴﾁﾙﾄﾙｴﾝ
1,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
1,2,3-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
1,2,4,5-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
α-ﾋﾟﾈﾝ

テルペン類 β-ﾋﾟﾈﾝ
D-ﾘﾓﾈﾝ
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

ハロゲン類 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
四塩化炭素
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 240

エステル類 酢酸ｴﾁﾙ
酢酸ﾌﾞﾁﾙ
ｱｾﾄﾝ

アルデヒド・ケトン類 ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ
ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ
ﾉﾅﾅｰﾙ 41
ﾃﾞｶﾅｰﾙ
ｴﾀﾉｰﾙ

アルコール類 その他 ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ
1-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ
1-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ

T-VOCﾍｷｻﾝ以降ﾄﾙｴﾝ換算 400

アルデヒド類(HPLC) ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 100
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 48 ←◎

その他、農薬や可塑剤の測定も可能です。
◎現在、指針値の見直しが行われている。
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７．ＶＯＣ測定の問題点
ＶＯＣの定義としては、表３の様に沸点が260℃以上の物質はＶＯＣとしては見なされ
ません。例えば、2003年7月より使用禁止となった燐系防蟻剤「クロロピリホス」は沸点
が300℃であるのでＶＯＣには含まれません。従って、ＶＯＣフリーといわれる塗料や接
着剤にも、ＶＯＣの定義にひっからない様な高沸点の有機溶剤が含有される場合が多いで
す。
私は塗料メーカーですので塗料を例に挙げてご説明しますが、水系塗料の場合には、一般
にエマルションと呼ばれる原料が使われます。これは、樹脂の小さな粒子（粒径が数十μ
m以下）を水に分散させたものです。樹脂の粒ですので水（溶剤）が蒸発した後は、粉と
なってしまいます。これを塗膜（フィルム状態）にするために、樹脂同士を融着させなけ
ればなりません。焼き付け塗料の様に、樹脂同士が融けるような高温をかける事が可能な
らばＶＯＣを発生するような添加剤は不要ですが、常温乾燥型の様な場合には、室温程度
で互いに融着させるために、樹脂の融着温度を室温まで下げる必要があります。これは、
可塑剤や樹脂を溶解軟化させる（高沸点）溶剤を使う事で達成しています。つまり、これ
らの添加剤の共存により樹脂の粒同士が融着し合い、フィルムを形成します。しかしなが
ら、これらの物質は全く蒸発しないという事ではないので、低濃度ですが長期間にわたり
放出し続ける事になります。
水系はＶＯＣという観点からは良いように思われていますが、代替物としての高沸点溶剤
（多くの場合グリコール系の水溶性の溶剤が使われています）の安全性については、これ
からの研究が必要です。

８．悪者？
ホルムアルデヒドは安価であるだけでなく、非常に使いやすい物質で、塗料や接着剤と
しては、乾燥や硬化が早く、作業性が良く、大量生産に向いています。更に、防腐剤とし
ても万能で、微量で長期間効能を発揮できます。たとえば、壁紙の糊は、壁紙が後で張り
替えを容易にするため、澱粉糊（水で濡らすと容易に剥がれる）が使われてきました。こ
れは天然物ですので非常に腐りやすい、カビが生え易い。そのため、ホルムアルデヒドを
微量加えてありました。その結果、壁紙からはカビが生えにくい、反面、ヒトにも影響を
、 。 、 、 （ ）及ぼし シックハウス症候群が発生した 又 その昔 近代的の代表だった新建材 合板

は尿素接着剤（尿素とホルムアルデヒドから作られる）が使われてきました。部屋にはい
ると目が痛い、しかしこれが新築の臭いだったのです。自動車では、ビニールクロスやビ
ニールの配線等が使われていますが、この樹脂は多くがポリ塩化ビニル（塩ビ）で、この
樹脂を柔軟にするために可塑剤が大量に添加（樹脂と同じ重量程度）されており、これが
新車の臭いとして喜ばれて（？）来ました。ところが、省エネということで高気密、高断
熱の家に変わって来た頃からおかしくなり、突然、悪者扱いです。
2004年7月に建築基準法が改正され、クロロピリホスの使用禁止、その他１２物質にガ
イドラインが設定されています。シックハウス症候群の原因物質としては、かつてはホル
ムアルデヒドが悪者にされ、この物質の濃度が高ければ、鬼の首を取ったようにこれを改

、 。 、 、善すれば病気が治る といった錯覚がありました ここ数年は ホルムアルデヒド以外に
トルエンとキシレンが悪者にされています（特にシックスクール 。）
当然、建材や塗料、接着剤のメーカーは指針値や規制値のある物質は使うと具合が悪いの
で、指針値や規制値のない物質に変更して対応する事になります。
先に述べたように、クロルピリホスは使用禁止になりました。その代替品は、ピレスロ
イド系（除虫菊の殺虫成分を化学的に改変し、効果を向上させたもの）が多く使われてい
ます。
数年前にホルムアルデヒドの規制が掛かり始めた当初、規制の無かったアセトアルデヒ
ドが代替として使われた時期があったと聞いています。
トルエンやキシレンも規制が入ってきていますが、それを見越して業界では代替として、
ケトン類（メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等 、酢酸エステル類（酢酸エ）
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チル、酢酸ブチル等）に変更してきています。規制と対応のいたちごっこです。そこで国
としても次の段階として、新たに各種化学物質に基準値を設けたり、ＴＶＯＣ量（トータ
ルＶＯＣ：ＶＯＣの総量）としての規制に入ろうとしています。
しかしながら、代替物質にすると、価格は高い、作業性は悪い、性能も悪い（？）とい
ったデメリットもありますし、更に代替物が本当に安全な物質なのか、という点ではわか
りません。かえって深く静かに潜行してきているきらいがある様に感じます。

昨年の建築基準法の改正で、ホルムアルデヒド含有建材の使用制限が出されましたが、こ
の頃以降の建材はＦ☆☆☆☆が使われています。シックハウスを考える会としても測定サ
ービスを行ってきていますが、最近の測定結果の多くは、ホルムアルデヒドのみならず指
針物質全体的に濃度が下がってきており、指針値のある物質は濃度が低いが体調が悪いと
いう症例が増えてきています。

先に述べたように「代替物の安全性が必ずしも高くない」という事ではない事を祈りた
いものです。

９．今後問題となる可能性のある室内汚染の原因物質
現在測定はほとんどなされていませんが、今後、下記のような物質も問題となる可能性
があります。
農薬類
畳の防虫加工紙：フェンチオン、フェニトロチオン、ダイアジノン
室内の殺虫剤による汚染濃度の基準値は設定されていません。
燐系白蟻駆除剤： クロルピリホス 、フェニトロチオン、ピリダフェンチオン（ ）
塩素系殺虫剤：オクタクロロジプロピルエーテル
ピレスロイド系殺虫剤：ペルメトリン、トラロメトリン
防虫剤：パラジクロロベンゼン、ナフタリン
防腐剤：クレオソート油
抗菌グッズ
有機系：合成洗剤、蔗糖脂肪酸エステル
無機系：銀や銅を合成ゼオライト、シリカゲル、リン酸カルシウムに担持
難燃剤（防炎加工 ：有機燐系（ＴＣＥＰ 、ハロゲン系） ）
食品添加物
酸化防止剤：ＢＨＡ（ブチルヒドロキシアニソール）

１０．最後に
、 、 。シックハウスを考える会では 毎月の例会で勉強会を開催し 日々研鑽を行っています

お医者さんの立場からも是非ご参加下さい。又、分析測定サービスも行っていますので、
お問い合わせ下さい。
問い合わせ先 ＮＰＯ法人 シックハウスを考える会
〒575-0013 大阪府四條畷市田原台4-6-2
TEL;0743-79-9103 FAX：0743-79-9153
http://www.sickhouse-sa.com


